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部を改正する規程44
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告 示
奈良市告示第195号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第
137号）第６条第１項の規定により、平成30年度の一般廃
棄物処理実施計画を定めたので、奈良市廃棄物の処理及び
清掃に関する条例（昭和48年奈良市条例第35号）第７条第
１項の規定により、次のとおり告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第196号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したので、
同条第２項の規定により告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第197号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したので、
同条第２項の規定により告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成30年４月１日から平成33年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第198号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したので、
同条第２項の規定により告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――
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受託者 徴収事務

奈良市大安寺三丁目10番21号
株式会社 奈良市清美公社
代表取締役 葛原 克巳

し尿の収集運搬に係る
一般廃棄物処理手数料
（月ヶ瀬・都祁を除く
地域に限る。）

受託者 徴収事務

奈良市三条本町13番１号
一般財団法人奈良市総合財団
理事長 津山 恭之

奈良市勤労者総合福祉
センター使用料

受託者 徴収事務

奈良市三条本町13番１号
一般財団法人奈良市総合財団
理事長 津山 恭之

なら工藝館使用料



奈良市告示第199号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、奈良市営西部会館駐車場使用料の徴収事
務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告
示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 委託を受けた者の所在地及び氏名
奈良市三条本町８番１号
奈良市市街地開発株式会社
取締役社長 津山 恭之

２ 委託した事務の範囲
奈良市営西部会館駐車場使用料の徴収事務

３ 委託した期間
平成30年４月１日から平成33年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第200号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収事務を委託したので、同
条第２項の規定により告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第201号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収事務を委託したので、同
条第２項の規定により告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第202号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託しましたの
で、同条第２項の規定により告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 委託を受けた者の所在地及び氏名

大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１番43号
ミディ総合管理株式会社
代表取締役社長 藤木 剛一

２ 徴収事務
奈良市観光自動車駐車場駐車料金の徴収事務

３ 委託の期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第203号
固定資産課税台帳に登録すべき平成30年度の固定資産の
価格等の全てを登録しましたので、地方税法（昭和25年法
律第226号）第411条第２項の規定により公示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
（平成30年４月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第204号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収事務を委託したので、同
条第２項の規定により告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第205号
予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条の規定による
予防接種を行うので、予防接種法施行令（昭和23年政令第
197号）第４条及び第５条の規定により、次のとおり公告
します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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受託者 徴収事務

奈良市内侍原町４
一般社団法人 地域づくり支援機構
理事長 村田 武一郎

活動量計自己負
担金（活動量計
代金）

受託者 徴収事務

奈良市高畑町1116－６
農業振興会館内

公益社団法人 奈良県獣医師会
会長 𠮷岡 豊

狂犬病予防注射済票
交付手数料

受託者 徴収事務

奈良市杏町79番地の４
社会福祉法人
奈良市社会福祉協議会
会長 福井 重忠

奈良市月ヶ瀬福祉センター使
用料
奈良市都祁福祉センター使用
料



２ 接種不適当者
⑴ 明らかな発熱（37.5℃以上）を呈している者
⑵ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
⑶ 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、
アナフィラキシー（即時型アレルギーのなかで最も迅
速な過敏反応）を呈したことが明らかな者

⑷ 麻しん及び風しんの予防接種の対象者にあっては、

妊娠していることが明らかな者
⑸ BCG接種の対象者にあっては、結核その他の疾病
の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
⑹ 前各号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不
適当な状態にある者

３ 接種要注意者
⑴ 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、
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予防接種の種類 予防接種の対象者の範囲 予防接種を行う期間 予防接種を行う場所

ジフテリア・百日せき・
ポリオ・破傷風

（４種混合）
ジフテリア・破傷風

（二種混合）

生後３か月から生後90か月に至るまでの
間にある者

平成30年４月10日から
平成31年３月31日まで

別紙１のとおり

結 核 （Ｂ Ｃ Ｇ） 生後12か月に至るまでの間にある者 平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

麻しん・風しん（ＭＲ）

麻しん又は風しん

１．生後12か月から生後24か月に至るま
での間にある者

２．５歳以上７歳未満の者であって、小
学校就学の始期に達する日の１年前
の日から当該始期に達する日の前日
までの間にある者

平成30年４月10日から
平成31年３月31日まで

日本脳炎 １．生後６か月から生後90か月に至るま
での間にある者

２．９歳以上13歳未満の者
＜特例＞
•平成７年４月２日以降に生まれた７歳
６か月以上20歳未満の者

•平成19年４月２日から平成21年10月１
日に生まれた者で平成22年３月31日ま
でに第１期の予防接種が終了していな
い者で９歳以上13歳未満にある者

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

ジフテリア・破傷風
（二種混合）

11歳以上13歳未満の間にある者 平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

急性灰白髄炎（ポリオ） 生後３か月から生後90か月に至るまでの
間にある者

平成30年４月10日から
平成31年３月31日まで

ヒブ感染症 生後３か月から生後60か月に至るまでの
間にある者

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

小児肺炎球菌感染症 生後３か月から生後60か月に至るまでの
間にある者

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

ヒトパピローマウイルス
感染症

小学６年生～高校１年生相当の間にある
女子

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

水痘 生後12か月から生後36か月に至るまでの
間にある者

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

Ｂ型肝炎 生後12か月に至るまでの間にある者 平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

成人用肺炎球菌感染症 65歳の者
60歳以上65歳未満の者であって心臓、腎
臓若しくは呼吸器の機能の障害を有する
ものとして厚生労働省令で定めるもの

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

別紙２のとおり

１ 予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所



発育障害等の基礎疾患を有する者
⑵ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び
全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことが
ある者

⑶ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギー
を呈するおそれのある者

⑷ 過去にけいれんの既往のある者
⑸ 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者
に先天性免疫不全症の者がいる者

⑹ BCGについては、過去に結核患者との長期の接触
がある者その他の結核感染の疑いのある者

４ 料金
⑴ 成人用23価肺炎球菌感染症予防接種については、自
己負担金 3,000円

⑵ それ以外の予防接種については、無料
⑶ 接種当日に、奈良市に住民登録のない者や予防接種
の対象者の範囲に含まれない者は有料（全額負担）

５ 長期療養児
長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で

定めるものにかかったこと、その他の厚生労働省令で定
める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る予
防接種法第５条第１項に規定する予防接種を受けること
ができなくなったと認められる者については、当該特別
の事情がなくなった日から起算して２年、成人用肺炎球
菌感染症については１年を経過する日までの間（厚生労
働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定
める年齢に達するまでの間にある場合に限る）、当該特
定疾病に係る同項の政令で定める者とすること。（予防
接種法施行令第１条の３第２項関係）
６ その他

不明な点については、奈良市保健所保健予防課に問い
合わせてください。

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第206号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、奈良市都祁体育館使用料の徴収事務を委
託しましたので、同条第２項の規定により次のとおり告示
します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 委託を受けた者の所在地及び氏名
奈良市三条本町13番１号
一般財団法人 奈良市総合財団
理事長 津山 恭之

２ 委託した事務の範囲
奈良市都祁体育館使用料の徴収事務

３ 委託した期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第207号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託しましたの
で、同条第２項の規定により告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 委託を受けた者の所在地及び氏名

奈良市中院町21番地
地域活性局共同体
代表 藤丸 正明

２ 委託した事務の範囲
針テラス情報館使用料の徴収事務

３ 委託の期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第208号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託しましたの
で、同条第２項の規定により告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 委託を受けた者の所在地及び氏名

奈良市柳生町155番地の１
柳生観光協会
会長 三浦 孝造

２ 委託した事務の範囲
旧柳生藩家老屋敷使用料の徴収事務
柳生観光駐車場使用料の徴収事務

３ 委託の期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第209号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により奈良市都祁交流センター使用料の徴収事務
を委託しましたので、同条第２項の規定により次のとおり
告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 委託を受けた者の所在地及び氏名

奈良市三条本町13番１号
一般財団法人 奈良市総合財団
理事長 津山 恭之

２ 委託した事務の範囲
奈良市都祁交流センター施設使用料、備品使用料の徴
収事務
３ 委託した期間

平成30年４月１日から平成35年３月31日まで
（平成30年４月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
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平成30年５月１日
（火 曜 日）第353号 奈 良 市 公 報



奈良市告示第210号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務の委託をしたので、

同条第２項の規定により告示します。
平成30年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第353号
平成30年５月１日
（火 曜 日）

受託者 徴収事務 委託の期間

奈良市三条本町13番１号
一般財団法人奈良市総合財団
理事長 津山 恭之

・奈良市緑ヶ丘球場使用料
・奈良市西部生涯スポーツセンター体育館使用料
・奈良市青山プール使用料
・奈良市西部生涯スポーツセンター屋内温水プール使用料
・奈良市黒谷コート使用料
・奈良市平城第一コート使用料
・奈良市平城第二コート使用料
・奈良市青山コート使用料
・奈良市佐保山コート使用料
・奈良市西部生涯スポーツセンターコート使用料
・奈良市黒谷球技場使用料
・奈良市平城第一球技場使用料
・奈良市平城第二球技場使用料
・奈良市中ノ川球技場使用料
・奈良市奈良阪球技場使用料
・奈良市登美ヶ丘球技場使用料
・奈良市西部生涯スポーツセンター球技場使用料
・奈良市西部生涯スポーツセンターゲートボール場使用料
・奈良市西部生涯スポーツセンタークラブハウス使用料

平成30年４月１日から
平成33年３月31日まで

奈良市三条本町13番１号
一般財団法人奈良市総合財団
理事長 津山 恭之

・奈良市都祁生涯スポーツセンターコート使用料
・奈良市都祁生涯スポーツセンター球技場使用料
・奈良市都祁生涯スポーツセンター多目的コート使用料
・奈良市都祁生涯スポーツセンタークラブハウス使用料

平成30年４月１日から
平成35年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第211号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する

指定自立支援医療機関として下記のとおり指定したので、
同法第69条第１号の規定に基づき告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定年月日 医療機関名 所在地 開設者氏名

平成30年４月１日 南山堂薬局
奈良本店 奈良市七条西町二丁目897番地の１ 株式会社 南山堂

代表取締役 新庄 正志

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第212号
国土調査を行うので、国土調査法（昭和26年法律第180
号）第７条の規定により次のとおり公示する。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 事業計画が決定された年月日
平成30年４月１日

２ 調査を実施する者の名称
奈良市

３ 調査地域
奈良市都祁吐山町の一部の地域

４ 調査期間
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第213号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したので、
同条第２項の規定により告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸



（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第214号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者を指定しましたので、同法第
51条第１号の規定に基づき告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年５月１日
（火 曜 日）第353号 奈 良 市 公 報

１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間

受託者 徴収事務

奈良市三条本町13番１号
一般財団法人奈良市総合財団
理事長 津山 恭之

ならまちセンター施設使用料

ならまちセンター備品使用料

ならまちセンター駐車場使用料

音声館施設使用料

音声館備品使用料

なら100年会館施設使用料

なら100年会館備品使用料

奈良市美術館展示室使用料

北部会館市民文化ホール施設使用料

北部会館市民文化ホール附属設備使用料

奈良市三条本町８番１号
奈良市市街地開発株式会社
取締役社長 津山 恭之

なら100年会館駐車場使用料

埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目12番１号
日本環境マネジメント株式会社
代表取締役 片山 安茂

西部会館市民ホール施設使用料

西部会館市民ホール附属設備使用料

委託の期間 徴収事務

平成30年４月１日から平成33年３月31日まで

ならまちセンター施設使用料

ならまちセンター備品使用料

ならまちセンター駐車場使用料

音声館施設使用料

音声館備品使用料

なら100年会館施設使用料

なら100年会館備品使用料

奈良市美術館展示室使用料

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで なら100年会館駐車場使用料

平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

北部会館市民文化ホール施設使用料

北部会館市民文化ホール附属設備使用料

西部会館市民ホール施設使用料

西部会館市民ホール附属設備使用料
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奈 良 市 公 報 第353号
平成30年５月１日
（火 曜 日）

１ 指定年月日 平成30年４月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910102769 合同会社カレージハブ 541-0045
大阪府大阪市中央
区道修町一丁目３
番6号201号

元氣の里 太
陽 630-8127

奈良県奈良市三条
添川町１－５ ２
Ｆ

就労移行支援
就労継続支援
Ｂ型

2910101951

特定非営利
活動法人奈
良県社会就
労事業振興
センター

630-8114
奈良県奈良市芝辻
町二丁目11番16号
圭真ビル102

office K 630-8114
奈良県奈良市芝辻
町二丁目11番16号
圭真ビル102・103

生活介護

2910102793
特定非営利
活動法人あ
ず

631-0818
奈良県奈良市西大
寺赤田町一丁目５
番53号

りべるて 631-0817 奈良県奈良市西大寺北町４－３－６ 生活介護

2910102801
特定非営利
活動法人あ
ず

631-0818
奈良県奈良市西大
寺赤田町一丁目５
番53号

ショートス
テイ・ノイ
エ

631-0818
奈良県奈良市西大
寺赤田町一丁目５
番53号

短期入所

2920100340
特定非営利
活動法人あ
ず

631-0818
奈良県奈良市西大
寺赤田町一丁目５
番53号

グループホ
ーム・ノイ
エ

631-0818
奈良県奈良市西大
寺赤田町一丁目５
番53号

共同生活援助

2910102777
一般社団法
人アーク・
ケア

631-0062 奈良県奈良市帝塚山五丁目７番14号

アークケア
サポート富
雄

631-0062 奈良県奈良市帝塚山五丁目７番14号
居宅介護
重度訪問介護

2920100332 株式会社ピース 639-1013 奈良県大和郡山市朝日町６番３号
グループホ
ームピース 630-8441 奈良県奈良市神殿町605番地の１ 共同生活援助

2910102785 株式会社セルポート 630-8115

奈良県奈良市大宮
町四丁目266番地の
１三和大宮ビル401
号

セルポート 630-8115

奈良県奈良市大宮
町四丁目266番地の
１三和大宮ビル401
号

就労移行支援

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第215号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者を指定しましたので、
同法第51条の30第２項第１号の規定に基づき告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2930100777
一般社団法
人アーク・
ケア

631-0062 奈良県奈良市帝塚山五丁目７番14号

アークケア
サポート富
雄

631-0062 奈良県奈良市帝塚山五丁目７番14号 計画相談支援

１ 指定年月日 平成30年４月１日

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第216号
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の26第１項
第１号に規定する指定障害児相談支援事業者を指定しまし
たので、同法第24条の37第１号の規定に基づき告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
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事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2970101594
一般社団法
人アーク・
ケア

631-0062 奈良県奈良市帝塚山五丁目７番14号

アークケア
サポート富
雄

631-0062 奈良県奈良市帝塚山五丁目７番14号
障害児相談支
援

１ 指定年月日 平成30年４月１日

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第217号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第51条の14第１項に規定

する指定一般相談支援事業者を指定しましたので、同法第
51条の30第１項第１号の規定に基づき告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2930100397
社会福祉法
人寧楽ゆい
の会

631-0842 奈良県奈良市菅原町48番地
相談支援事
業所歩っと 630-8244

奈良県奈良市三条
町512番地の３
202

地域移行支援

2930100777
一般社団法
人アーク・
ケア

631-0062 奈良県奈良市帝塚山五丁目７番14号

アークケア
サポート富
雄

631-0062 奈良県奈良市帝塚山五丁目７番14号
地域移行支援
地域定着支援

１ 指定年月日 平成30年４月１日

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第218号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者を廃止しましたので、同法第
51条第２号の規定に基づき告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910102173
株式会社プ
ロパティ・
ケア

533-0033
大阪府大阪市東淀
川区東中島一丁目
18番22号

ハッピース
タッフ奈良
新大宮

630-8115

奈良県奈良市大宮
町六丁目６番地の
１ アルファコー
ト204号室

同行援護

2910101704
ヒューマン
ヘリテージ
株式会社

630-8115 奈良県奈良市大宮町七丁目１番67号

暮らしの応
援ステーシ
ョンそーら

630-8013 奈良県奈良市三条大路二丁目520－３ 同行援護

2910101803
株式会社
ハッピーラ
イフ

630-8013
奈良県奈良市三条
大路一丁目10番50
号 協栄ビル201号

障害福祉サ
ービス ハ
ッピーライ
フ

630-8013
奈良県奈良市三条
大路一丁目10番50
号 協栄ビル201号

同行援護

2910100987 株式会社ニチイ学館 101-8688 東京都千代田区神田駿河台２－９

ニチイケア
センター大
和西大寺

631-0842 奈良県奈良市菅原町166番地の１ 同行援護

2910100995 株式会社ニチイ学館 101-8688 東京都千代田区神田駿河台２－９

ニチイケア
センター奈
良

630-8115
奈良県奈良市大宮
町二丁目１番地の
35

同行援護

2910101290 株式会社ニチイ学館 101-8688 東京都千代田区神田駿河台２－９

ニチイケア
センター東
九条

630-8144 奈良県奈良市東九条町754番地の４ 同行援護

１ 廃止年月日 平成30年３月31日
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2910102637 合同会社カレージハブ 541-0045
大阪府大阪市中央
区道修町一丁目３
番６号201号

元氣の里 青
空 630-8127

奈良県奈良市三条
添川町２番８号
KBKビル３Ｆ

就労移行支援

2910101746 ていくあい有限会社 631-0065
奈良県奈良市鳥見
町二丁目19番地の
２号

かぐや姫 631-0065
奈良県奈良市鳥見
町二丁目19番地の
２号

同行援護

2910100953 社会医療法人平和会 631-0818
奈良県奈良市西大
寺赤田町一丁目７
番地１号

リベルテ 631-0817
奈良県奈良市西大
寺北町四丁目３番
６号

生活介護

2910102504 社会医療法人平和会 631-0818
奈良県奈良市西大
寺赤田町一丁目７
番地の１

ショートス
テイ ノイ
エ

631-0818
奈良県奈良市西大
寺赤田町一丁目５
番地の53

短期入所

2920100290 社会医療法人平和会 631-0818
奈良県奈良市西大
寺赤田町一丁目７
番地の１

グループホ
ーム ノイ
エ

631-0818
奈良県奈良市西大
寺赤田町一丁目５
番地の53

共同生活援助

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第219号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者を廃止しましたので、
同法第51条の30第２項第２号の規定に基づき告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2930100348

社会福祉法
人奈良市社
会福祉協議
会

630-8454 奈良県奈良市杏町79番地の４

社会福祉法
人奈良市社
会福祉協議
会総合福祉
センター事
業所

631-0801 奈良県奈良市左京五丁目３番地の１
障害児相談支
援

１ 廃止年月日 平成30年３月31日

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第220号
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の26第１項

第１号に規定する指定障害児相談支援事業者を廃止しまし
たので、同法第24条の37第２号の規定に基づき告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2970100067
特定非営利
活動法人み
つわ会

630-8441 奈良県奈良市神殿町630番地の６

みつわ会相
談支援セン
ター

630-8441 奈良県奈良市神殿町630番地の６
障害児相談支
援

１ 廃止年月日 平成30年３月31日

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第221号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設を指
定（更新）しましたので、同法第51条第１号の規定に基づ
き告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
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事業所番号 事業者名称 郵便
番号 事業者住所 事業所名称 郵便

番号 事業所住所 サービス
種類

指定更新
年月日

指定
有効期限

2910101746 ていくあい有限会社
631-
0065

奈良県奈良市
鳥見町二丁目
19番地の２

かぐや姫 631-
0065

奈良県奈良市
鳥見町二丁目
19番地の２

居宅介護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101746 ていくあい有限会社
631-
0065

奈良県奈良市
鳥見町二丁目
19番地の２

かぐや姫 631-
0065

奈良県奈良市
鳥見町二丁目
19番地の２

重度訪問
介護

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101746 ていくあい有限会社
631-
0065

奈良県奈良市
鳥見町二丁目
19番地の２

かぐや姫 631-
0065

奈良県奈良市
鳥見町二丁目
19番地の２

行動援護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101704
ヒューマン
ヘリテージ
株式会社

630-
8115

奈良県奈良市
大宮町七丁目
１番67号

暮らしの応
援ステーシ
ョンそーら

630-
8013

奈良県奈良市
三条大路２－
520－３

居宅介護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101704
ヒューマン
ヘリテージ
株式会社

630-
8115

奈良県奈良市
大宮町七丁目
１番67号

暮らしの応
援ステーシ
ョンそーら

630-
8013

奈良県奈良市
三条大路２－
520－３

重度訪問
介護

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101704
ヒューマン
ヘリテージ
株式会社

630-
8115

奈良県奈良市
大宮町七丁目
１番67号

暮らしの応
援ステーシ
ョンそーら

630-
8013

奈良県奈良市
三条大路２－
520－３

同行援護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910100458
医療法人財
団北林厚生
会

630-
8044

奈良県奈良市
六条西四丁目
６番３号

サポートセ
ンター夢

630-
8044

奈良県奈良市
六条西四丁目
６番３号

生活介護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910100458
医療法人財
団北林厚生
会

630-
8044

奈良県奈良市
六条西四丁目
６番３号

サポートセ
ンター夢

630-
8044

奈良県奈良市
六条西四丁目
６番３号

宿泊型自
立訓練

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910100458
医療法人財
団北林厚生
会

630-
8044

奈良県奈良市
六条西四丁目
６番３号

サポートセ
ンター夢

630-
8044

奈良県奈良市
六条西四丁目
６番３号

自立訓練
（生活訓
練）

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101688 社会福祉法人ならのは
631-
0804

奈良県奈良市
神功四丁目25
番地の９

ならのは福
祉作業所

631-
0804

奈良県奈良市
神功四丁目25
番地の９

就労継続
支援（Ｂ
型）

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910100722
社会福祉法
人バルツァ
事業会

630-
8425

奈良県奈良市
鹿野園町1000
番地の１

バルツァ・
ゴーデル

630-
8425

奈良県奈良市
鹿野園町1000
番地の１

療養介護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910100714 社会福祉法人史明会
630-
2192

奈良県奈良市
鹿野園町1584
番地の２

障害者支援
施設ボイス

630-
8425

奈良県奈良市
鹿野園町1584
番地の２

生活介護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910100714 社会福祉法人史明会
630-
2192

奈良県奈良市
鹿野園町1584
番地の２

障害者支援
施設ボイス

630-
8425

奈良県奈良市
鹿野園町1584
番地の２

施設入所
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910100516
社会福祉法
人東大寺福
祉事業団

630-
8211

奈良県奈良市
雑司町406番地
の１

東大寺光明
園

630-
8111

奈良県奈良市
雑司町406番地
の１

療養介護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101738
社会福祉法
人東大寺福
祉事業団

630-
8211

奈良県奈良市
雑司町406番地
の１

東大寺福祉
療育病院
華の明

630-
8111

奈良県奈良市
雑司町406番地
の１

生活介護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101712
社会福祉法
人奈良県手
をつなぐ育
成会

635-
0154

奈良県高市郡
高取町観覚寺
1382

野の花舎 630-
8222

奈良県奈良市
餅飯殿町40番
地

生活介護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日
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2910101753

社会福祉法
人奈良市社
会福祉協議
会

630-
8454

奈良県奈良市
杏町79番地の
４

生活介護み
どりの家

631-
0801

奈良県奈良市
左京五丁目３
番地の１

生活介護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101696
社会福祉法
人寧楽ゆい
の会

631-
0842

奈良県奈良市
菅原町48番地 さわやぎ 631-

0842
奈良県奈良市
菅原町48番地 生活介護 平成30年

４月１日
平成36年
３月31日

2910101696
社会福祉法
人寧楽ゆい
の会

631-
0842

奈良県奈良市
菅原町48番地 さわやぎ 631-

0842
奈良県奈良市
菅原町48番地

就労継続
支援（Ｂ
型）

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101720
独立行政法
人国立病院
機構奈良医
療センター

630-
8053

奈良県奈良市
七条二丁目789
番地

独立行政法
人国立病院
機構奈良医
療センター

630-
8053

奈良県奈良市
七条二丁目789
番地

療養介護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101720
独立行政法
人国立病院
機構奈良医
療センター

630-
8053

奈良県奈良市
七条二丁目789
番地

独立行政法
人国立病院
機構奈良医
療センター

630-
8053

奈良県奈良市
七条二丁目789
番地

短期入所 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101860 奈良県 630-
8501

奈良県奈良市
登大路町30番
地

奈良県立登
美学園

631-
0043

奈良県奈良市
菅野台２番43
号

生活介護 平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2910101860 奈良県 630-
8501

奈良県奈良市
登大路町30番
地

奈良県立登
美学園

631-
0043

奈良県奈良市
菅野台２番43
号

施設入所
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第222号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者を指定（更新）しまし
たので、同法第51条の30第２項第１号の規定に基づき告示
します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号 事業者名称 郵便
番号 事業者住所 事業所名称 郵便

番号 事業所住所 サービス
種類

指定更新
年月日

指定
有効期限

2930100413
医療法人財
団北林厚生
会

630-
8044

奈良県奈良市
六条西四丁目
６番３号

相談支援事
業所 夢

630-
8044

奈良県奈良市
六条西四丁目
６番３号

計画相談
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2930100421 社会医療法人平和会
631-
0818

奈良県奈良市
西大寺赤田町
一丁目７番１
号

相談支援事
業所 リベ
ルテ

631-
0818

奈良県奈良市
西大寺赤田町
一丁目４番13
号河辺ハイラ
イフコーポ107
号

計画相談
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2930100330
社会福祉法
人ならやま
会

630-
8104

奈良県奈良市
奈良阪町2532
番地の３

相談支援セ
ンターこす
もす

630-
8104

奈良県奈良市
奈良阪町2292
番地の２

計画相談
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2930100371
社会福祉法
人バルツァ
事業会

630-
8425

奈良県奈良市
鹿野園町1000
番地の１

バルツァ・
ゴーデル

630-
8425

奈良県奈良市
鹿野園町1000
番地の１

計画相談
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2930100363
社会福祉法
人わたぼう
しの会

630-
8044

奈良県奈良市
六条西三丁目
25番４号

たんぽぽ相
談支援セン
ター

630-
8044

奈良県奈良市
六条西三丁目
25番４号

計画相談
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2930100355
社会福祉法
人東大寺福
祉事業団

630-
8211

奈良県奈良市
雑司町406番地
の１

東大寺福祉
療育病院

630-
8211

奈良県奈良市
雑司町406番地
の１

計画相談
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日
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2930100439

社会福祉法
人奈良市社
会福祉協議
会

630-
8454

奈良県奈良市
杏町79番地の
４

社会福祉法
人奈良市社
会福祉協議
会奈良事業
所

630-
8454

奈良県奈良市
杏町79番地の
４

計画相談
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2930100397
社会福祉法
人寧楽ゆい
の会

631-
0842

奈良県奈良市
菅原町48番地

相談支援事
業所 歩っ
と

630-
8244

奈良県奈良市
三条町512－３
－202

計画相談
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2930100322
社会福祉法
人宝山寺福
祉事業団

630-
0257

奈良県生駒市
元町二丁目14
－８

仔鹿園相談
支援センタ
ー

630-
8424

奈良県奈良市
古市町１番地
の２

計画相談
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2930100405
特定非営利
活動法人み
つわ会

630-
8441

奈良県奈良市
神殿町630番地
の６

みつわ会相
談支援セン
ター

630-
8441

奈良県奈良市
神殿町630番地
の６

計画相談
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2930100314 有限会社やまびこ
631-
0806

奈良県奈良市
朱雀五丁目３
番地の10

グットライ
フ

631-
0806

奈良県奈良市
朱雀五丁目３
番地の10

計画相談
支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第223号
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の26第１項
第１号に規定する指定障害児相談支援事業者を指定（更

新）しましたので、同法第24条の37第１号の規定に基づき
告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号 事業者名称 郵便
番号 事業者住所 事業所名称 郵便

番号 事業所住所 サービス
種類

指定更新
年月日

指定
有効期限

2970100026
社会福祉法
人ならやま
会

630-
8104

奈良県奈良市
奈良阪町2532
－３

相談支援セ
ンターこす
もす

630-
8104

奈良県奈良市
奈良阪町2292
番地の２

障害児相
談支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2970100075
社会福祉法
人わたぼう
しの会

630-
8044

奈良県奈良市
六条西三丁目
25－４

たんぽぽ相
談支援セン
ター

630-
8044

奈良県奈良市
六条西三丁目
25－４

障害児相
談支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2970100083
社会福祉法
人東大寺福
祉事業団

630-
8211

奈良県奈良市
雑司町406－１

東大寺福祉
療育病院

630-
8211

奈良県奈良市
雑司町406－１

障害児相
談支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2970100091
社会福祉法
人宝山寺福
祉事業団

630-
0257

奈良県生駒市
元町二丁目14
－８

仔鹿園相談
支援センタ
ー

630-
8424

奈良県奈良市
古市町１－２

障害児相
談支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

2970100042 有限会社やまびこ
631-
0806

奈良県奈良市
朱雀五丁目３
番地の10

グットライ
フ

631-
0806

奈良県奈良市
朱雀五丁目３
番地の10

障害児相
談支援

平成30年
４月１日

平成36年
３月31日

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第224号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する

指定自立支援医療機関の指定辞退につき、同法第69条第３
号の規定に基づき告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定辞退年月日 医療機関名 所在地 開設者氏名 指定辞退する医療の種類

平成30年３月31日 医療法人新生会総合病院
高の原中央病院

奈良市右京一丁目
３番地の３

医療法人新生会
理事長 齊藤 正幸 心臓脈管外科に関する医療

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第225号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師の辞退につき、奈良市身体障害者福祉法
施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）第３条の規定によ
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（火 曜 日）

り告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名） 辞退年月日

粂 俊之 くめ耳鼻咽喉科 奈良市朱雀
一丁目５番地の15

耳鼻咽喉科
（聴覚障害・平衡機能障害・音声機能障害
・言語機能障害・そしゃく機能障害）

平成30年
３月31日

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第226号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する

指定自立支援医療機関として次のとおり指定したので、同
法第69条第１号の規定に基づき告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定年月日 医療機関名 所在地 開設者氏名

平成30年４月１日 ひだまり薬局
田原店 奈良市此瀬町357番地の１ 株式会社あっとほうむ

代表取締役 吉谷 淳至

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第227号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する

指定自立支援医療機関として次のとおり指定したので、同
法第69条第１号の規定に基づき告示します。
平成30年４月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定年月日 医療機関名 所在地 開設者氏名

平成30年４月１日 さくら薬局 奈良総合
医療センター前店 奈良市石木町634番地の１ クラフト株式会社

代表取締役 大塚 吉史

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第228号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師の辞退につき、奈良市身体障害者福祉法

施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）第３条の規定によ
り告示します。
平成30年４月３日

奈良市長 仲 川 元 庸

医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 障害名 辞退年月日

大萩 豊 医療法人康仁会 西の京病院 奈良市六条町
102番地の１ 視覚障害 平成30年

３月30日

岡本 全弘 医療法人康仁会 西の京病院 奈良市六条町
102番地の１ 視覚障害 平成30年

３月30日

奥村 啓之 医療法人康仁会 西の京病院 奈良市六条町
102番地の１ 心臓機能障害 平成30年

３月30日

葛城 良昌 医療法人康仁会 西の京病院 奈良市六条町
102番地の１ 視覚障害 平成30年

３月30日

佐道 三郎 医療法人康仁会 西の京病院 奈良市六条町
102番地の１

ぼうこう又は
直腸機能障害

平成30年
３月30日

西 智 医療法人康仁会 西の京病院 奈良市六条町
102番地の１ 視覚障害 平成30年

３月30日

福井 義尚 医療法人康仁会 西の京病院 奈良市六条町
102番地の１

じん臓機能障害、ぼうこう
又は直腸機能障害

平成30年
３月30日

小紫 裕介 医療法人康仁会 西の京病院 奈良市六条町
102番地の１ 視覚障害 平成30年

３月30日

康 天志 医療法人康仁会 西の京病院 奈良市六条町
102番地の１ 呼吸器機能障害 平成30年

３月30日



（平成30年４月３日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第229号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したので、
同条第２項の規定により告示します。
平成30年４月３日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

（平成30年４月３日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第230号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したので、
同条第２項の規定により告示します。
平成30年４月３日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

（平成30年４月３日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第231号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成30年４月３日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成30年４月３日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第232号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年４月３日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年４月３日
３ 移動対象区域

近鉄菖蒲池駅周辺、近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周
辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288番地の１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条
例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。
⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成30年４月３日掲示済）

―――――――――――――――――――
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受託者 徴収事務

大阪市阿倍野区阿倍
野筋一丁目１番43号
ミディ総合管理
株式会社
代表取締役社長
藤木 剛一

奈良市中筋自転車駐車場、奈良
市高の原第一自転車駐車場、奈
良市高の原第二自転車駐車場、
奈良市高の原第三自転車駐車場
及び奈良市高の原第四自転車駐
車場の使用料

受託者 徴収事務

奈良市八条一丁目790番地の１
公益社団法人
奈良市シルバー人材センター
理事長 津山 恭之

放置自転車等移動
手数料
放置自転車等保管
手数料

申請者住所 奈良市芝辻町四丁目６番６

申請者氏名 オーエスハウジング株式会社
代表取締役 大奥 英次

道路の位置 奈良市西木辻町351番１、352番１、同番
２、353番１及び同番２の各一部

道路の幅員 最大4.51ｍ 最小4.51ｍ

道路の延長 37.07ｍ

指定年月日 平成30年４月３日

指 定 番 号 第Ｈ2909号



奈良市告示第233号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年４月４日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年４月４日

３ 移動対象区域
近鉄新大宮駅周辺、ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年４月４日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第234号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成30年４月５日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成30年４月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第235号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条第４項の規定により告示します。
平成30年４月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成30年４月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第236号
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）用途地
域を変更するため、都市計画法（昭和43年法律第100号）
第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定に

より次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に
供します。
平成30年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）用途
地域
２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域

奈良市二名町の一部
３ 縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部都市計画課

４ 縦覧期間
平成30年４月６日から平成30年４月20日まで

５ 意見書の提出要領
この都市計画の案について意見書を提出しようとする
者は、案の種類、意見の要旨及びその理由を具体的に記
載し、住所、氏名及び連絡先を併記した文書１通を市長
あてとし、奈良市都市整備部都市計画課に平成30年４月
20日までに必着するように提出してください。

（平成30年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第237号
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）高度地
区を変更するため、都市計画法（昭和43年法律第100号）
第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定に
より次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に
供します。
平成30年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）高度
地区
２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域

奈良市二名町の一部
３ 縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部都市計画課

４ 縦覧期間
平成30年４月６日から平成30年４月20日まで

５ 意見書の提出要領
この都市計画の案について意見書を提出しようとする
者は、案の種類、意見の要旨及びその理由を具体的に記
載し、住所、氏名及び連絡先を併記した文書１通を市長
あてとし、奈良市都市整備部都市計画課に平成30年４月
20日までに必着するように提出してください。

（平成30年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第238号
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計
画を決定するため、都市計画法（昭和43年法律第100号）
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平成30年５月１日
（火 曜 日）

申請者住所 磯城郡川西町大字結崎624番地の３

申請者氏名 有限会社 You&Iコーポレーション
取締役 籔内 範子

道路の位置 奈良市東九条町577番１及び577番３の各
一部

道路の幅員 最大4.50ｍ 最小4.50ｍ

道路の延長 35.155ｍ

指定年月日 平成30年４月５日

指 定 番 号 第Ｈ2824号



第17条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計
画の案を公衆の縦覧に供します。
平成30年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 決定に係る都市計画の種類
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区
計画
中登美ヶ丘五丁目西

２ 決定に係る都市計画を定める土地の区域
奈良市二名町及び中登美ヶ丘五丁目の各一部

３ 縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部都市計画課

４ 縦覧期間
平成30年４月６日から平成30年４月20日まで

５ 意見書の提出要領
この都市計画の案について意見書を提出しようとする

者は、案の種類、意見の要旨及びその理由を具体的に記
載し、住所、氏名及び連絡先を併記した文書１通を市長
あてとし、奈良市都市整備部都市計画課に平成30年４月
20日までに必着するように提出してください。

（平成30年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第239号
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計
画を変更するため、都市計画法（昭和43年法律第100号）
第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定に
より次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に
供します。
平成30年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区
計画
学研奈良登美ヶ丘駅西部住宅地

２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域
奈良市中登美ヶ丘五丁目、中登美ヶ丘六丁目及び二名

町の各一部
３ 縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部都市計画課

４ 縦覧期間
平成30年４月６日から平成30年４月20日まで

５ 意見書の提出要領
この都市計画の案について意見書を提出しようとする

者は、案の種類、意見の要旨及びその理由を具体的に記
載し、住所、氏名及び連絡先を併記した文書１通を市長
あてとし、奈良市都市整備部都市計画課に平成30年４月
20日までに必着するように提出してください。

（平成30年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第240号
奈良市老人福祉センターの指定管理者を指定したので、
奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関す
る条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条第３項の規定
により次のとおり告示します。
平成30年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設

奈良市法蓮町1702番地の１
奈良市東福祉センター
奈良市百楽園一丁目９番13号
奈良市西福祉センター
奈良市右京一丁目１番地の４
奈良市北福祉センター
奈良市南永井町45番地の１
奈良市南福祉センター

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市杏町79番地の４
社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会
会長 福井 重忠

３ 指定管理者の指定の期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市老人福祉センター条例（昭和43年奈良市条例
第47号）第２条の２に規定する事業の実施に関するこ
と。
⑵ センターの使用承認及び使用制限に関すること。
⑶ センターの施設及び附属施設の維持管理に関するこ
と。
⑷ その他市長が定めること。
⑸ 施設等使用料の徴収に関すること。

（平成30年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第241号
介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規
定により、指定居宅介護支援事業者を廃止しましたので、
同法第85条第２号の規定により公示します。
平成30年４月９日

奈良市長 仲 川 元 庸

―30―

平成30年５月１日
（火 曜 日）第353号 奈 良 市 公 報

【居宅介護支援事業所】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970104531 奈良市朱雀五丁目16番地の15
アイ居宅介護支
援センター

奈良市朱雀五丁目
16番地の15 有限会社アイ 5150002003452 平成30年

３月31日



（平成30年４月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第242号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規
定により次の都市計画事業認可に係る図書の写しの送付を
受けましたので、同条第２項の規定により、次の場所で公
衆の縦覧に供します。
平成30年４月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 都市計画事業の種類及び名称
大和都市計画道路事業３・４・128号 大安寺柏木線

２ 縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号

奈良市都市整備部都市計画課
（平成30年４月９日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第243号
介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項、第
42条の２第１項及び第53条第１項の規定により、指定居宅
サービス事業所、指定地域密着型サービス事業者及び指定
介護予防サービス事業者を指定しましたので、同法第78条
第１号、第78条の11第１号及び第115条の10第１号の規定
により公示します。
平成30年４月10日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第353号
平成30年５月１日
（火 曜 日）

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2990100568 奈良市中山町７－１
リハビリライフつむ
ぎ 奈良市中山町７－１ 株式会社ファースト・

イノベーション
平成30年
４月１日

2970107880 奈良市左京四丁目３番６
デイサービスさきょ
う 奈良市北市町36番地 医療法人飯田医院 平成30年

４月１日

2960197438 奈良市宝来一丁目６番８号
訪問看護ステーショ
ンあゆみ

奈良市宝来一丁目６番８
号 合同会社あゆみ 平成30年

４月１日

2960196257
奈良市杉ヶ町86番
８号MiRA1BLDG.
Ⅲ３F

訪問看護ステーショ
ン LIFE DESIGN

奈良市杉ヶ町86番８号
MiRA1BLDG.Ⅲ３F 合同会社H.I.S.A 平成30年

４月１日

2970107898 奈良市帝塚山五丁目７番14号
アークケアサポート
富雄

奈良市帝塚山五丁目７番
14号

一般社団法人 アー
ク・ケア

平成30年
４月１日

2970107906 奈良市富雄元町一丁目20番６－301号
あいりすケアステー
ション

奈良市富雄元町一丁目20
番６－301号 合同会社福富 平成30年

４月１日

2970107864 奈良市芝辻町二丁目９番15号
リッスンデイサービ
スセンター新大宮 奈良市法蓮町1348番地 LISTEN株式会社 平成30年

４月１日

2970107872 奈良市佐保台西町123番地
デイサービス八重桜
平城 奈良市法蓮町410番地の２ 株式会社八重桜 平成30年

４月１日

（平成30年４月10日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第244号
介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項

の規定により、指定地域密着型サービス事業者を指定しま
したので、同法第78条の11第１号の規定により公示します。
平成30年４月10日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2990100576 奈良市七条西町二丁目928番地
看護小規模多機能型居
宅介護事業所バリエ

奈良市鹿野園町1584番
地の2 社会福祉法人史明会 平成30年

４月10日

（平成30年４月10日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第245号
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（
平成20年法律第40号）第12条第１項の規定により、歴史的
風致形成建造物を指定しましたので、次のとおり告示しま
す。
平成30年４月10日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 歴史的風致形成建造物の指定番号
第５号

２ 歴史的風致形成建造物の指定年月日
平成30年４月10日

３ 歴史的風致形成建造物の名称
木奥家住宅巽

たつみ

蔵
４ 歴史的風致形成建造物の概要

巽蔵（土蔵造、二階建、切妻造、本瓦
かわら

葺
ぶき

、東面・
西面及び北面下屋付属、便所棟付属）



土地（奈良市芝新屋町17番地、西新屋町３番地１）
５ 歴史的風致形成建造物の所在地

奈良市芝新屋町17番地
（平成30年４月10日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第246号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年４月10日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年４月10日

３ 移動対象区域
近鉄新大宮駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成30年４月10日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第247号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有

者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。
平成30年４月10日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 処分の根拠

告示日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。
２ 処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288番地の１
奈良市自転車等保管施設

３ 処分年月日
平成30年４月10日

４ 処分対象自転車等の移動年月日
平成29年９月３日、同月５日、同月７日、同月８日、
同月14日、同月22日、同月26日及び同月28日

（平成30年４月10日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第248号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師の辞退につき、奈良市身体障害者福祉法
施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）第３条の規定によ
り告示します。
平成30年４月11日

奈良市長 仲 川 元 庸

―32―

平成30年５月１日
（火 曜 日）第353号 奈 良 市 公 報

医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 障害名 辞退年月日

金子 佳照 社会医療法人 松本快生会
西奈良中央病院 奈良市鶴舞西町１番15号 じん臓機能障害 平成30年

３月31日

（平成30年４月11日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第249号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成30年４月12日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

あやめ池いしい婦人科クリニック 奈良県奈良市あやめ池北一丁目32－21
メディカルコートあやめ池Ａ204 平成30年４月１日

さくら薬局 奈良総合医療センター前店 奈良県奈良市石木町634番地１ 平成30年４月１日

南山堂薬局 奈良本店 奈良県奈良市七条西町二丁目897番地の１ 平成30年４月１日

薬局ＭＣＣファーマシーまほろば店 奈良県奈良市六条西四丁目６番20号１階 平成30年４月１日

ひだまり薬局 田原店 奈良県奈良市此瀬町357番地の１ 平成30年４月１日

オレンジ薬局 帝塚山大学前店 奈良県奈良市三碓町2143番地の１ 平成30年４月１日

（平成30年４月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第250号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規
定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。

平成30年４月12日
奈良市長 仲 川 元 庸



（平成30年４月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第252号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により秋篠早月町第一自治会から告示した事項の変
更の届出がありましたので、同条第10項の規定により次の
とおり告示します。
平成30年４月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成30年３月11日

（平成30年４月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第253号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師の辞退につき、奈良市身体障害者福祉法
施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）第３条の規定によ
り告示します。
平成30年４月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

―33―

奈 良 市 公 報 第353号
平成30年５月１日
（火 曜 日）

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

山田 誠治
柔道整復 平成30年３月２日

やなぎまち鍼灸整骨院 奈良県奈良市柳町22番地の１
コーポ諏訪１ＦＡ号室

（平成30年４月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第251号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師の辞退につき、奈良市身体障害者福祉法

施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）第３条の規定によ
り告示します。
平成30年４月12日

奈良市長 仲 川 元 庸

医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 障害名 辞退年月日

岩井 浅二 岩井整形外科 奈良市大宮町四丁目331番地の１ 肢体不自由 平成30年４月11日

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

下村 幸雄
奈良市秋篠早月町

５番２号

奥畑 宏
奈良市秋篠早月町

10番39号

医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 障害名 辞退年月日

土井 康司 医療法人新生会総合病院
高の原中央病院

奈良市右京一丁目
３番地の３ 肢体不自由 平成30年３月31日

村西 菜苗 医療法人新生会総合病院
高の原中央病院

奈良市右京一丁目
３番地の３ 心臓機能障害 平成30年３月31日

山本 経尚 医療法人新生会総合病院
高の原中央病院

奈良市右京一丁目
３番地の３ 心臓機能障害 平成30年３月31日

合志 桂太郎 医療法人新生会総合病院
高の原中央病院

奈良市右京一丁目
３番地の３ 心臓機能障害 平成30年３月31日

木谷 公紀 医療法人新生会総合病院
高の原中央病院

奈良市右京一丁目
３番地の３ 心臓機能障害 平成30年３月31日

（平成30年４月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第254号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市

身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。
平成30年４月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成30年
４月11日 川口 千晴 社会福祉法人 東大寺福祉事業団

東大寺福祉療育病院 奈良市雑司町406番地の１ 小児科
（肢体不自由）



（平成30年４月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第256号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年４月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年４月13日

３ 移動対象区域
近鉄奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年４月13日掲示済）

監 査
奈良市監査委員告示第３号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第１項の規
定に基づく住民監査請求に係る監査結果を、同条第４項の
規定により通知したので、次のとおり公表します。
平成30年４月２日

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 八 尾 俊 宏
同 松 石 聖 一

奈 監 第 69 号
平成30年３月30日

請求人 Ａ
奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 八 尾 俊 宏
同 松 石 聖 一

住民監査請求の結果について（通知）
平成30年１月30日付けで提出のあった住民監査請求につ
いては、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第４
項の規定に基づき監査した結果、その内容を次のとおり通

知します。
第１ 監査対象部局

奈良市企業局経営部情報料金課、福祉部保護第一課
及び保護第二課

第２ 請求人の証拠の提出及び陳述
地方自治法第242条第６項の規定により証拠の提出
及び陳述の機会を設け、平成30年２月26日に陳述の聴
取を行った。

第３ 関係職員の陳述
平成30年２月26日に経営部長、情報料金課長、情報
料金課主幹、情報料金課長補佐及び保護第一課長に対
し、陳述の聴取を行った。

第４ 請求の要旨
請求人が請求している要旨は、次のとおりである。
奈良市企業局長は下水道使用料の賦課徴収において、
下記２点に付き、事務の瑕疵ならびに遺漏および懈怠
があるので、速やかにこれを是正されたい。
①通常生活扶助受給者は光熱水道費相当を受給されて
いるにもかかわらず、奈良市企業局長は受給者に下
水道使用料の免除措置をしており、結果的に受給者
が「二重給付」を受け、「不当利得」を得ている。
速やかに減免措置を廃止されたい。
②下水道使用料の賦課徴収の根拠となる公共下水道に
排水する汚水量の認定捕捉・計量において、奈良市
企業局長は一部で適正な汚水量の認定捕捉・計量を
行えていないので、適正な下水道使用料の賦課徴収
が行えていないと推測される。速やかに適正な認定
捕捉・計量ができる措置を講じられたい。
・いつ、だれが、どのような財務会計上の行為を行っ
たのか
平成29年７月10日、同年８月９日、同年９月11日
付けで行った奈良市企業局経営部情報料金課あて行
政文書任意開示申出、その他の問合せにおいて得た
開示情報で上記の事実が判明した。
詳しくは上記申出書（奈良市行政文書任意開示申
出書の写し）および奈良市企業局経営部情報料金課
等からの情報開示された文書（写し）のとおり。
ただし、当方の情報開示請求内容に沿った情報開
示が部分的で、情報非開示もしくは開示拒絶とも取
れる経過（事実）があるので、必ずしも請求内容と
開示事実が整合していない。

―34―

平成30年５月１日
（火 曜 日）第353号 奈 良 市 公 報
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奈良市告示第255号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市

身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。
平成30年４月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成30年
４月11日 久徳 茂雄 市立奈良病院 奈良市東紀寺町一丁目

50番１号
形成外科

（肢体不自由）



・その行為は、どのような理由で違法又は不当である
のか
①については、奈良市企業局長は自らが定める内規
第79号で、他に減免相当の生活扶助費を受けてい
るにも係らず、下水道使用料を免除することは、
「扶助費の二重給付」になり、結果として「不当
利得」を得させていることになり、不当である。
奈良市下水道条例第39条では「管理者は公益上

その他特別な理由」がある場合に下水道使用料を
免除できる規定になっているが、生活扶助は個人
給付であり、条例が制定目的とする公益ではなく、
また公益に類似する特別な理由にもあたらない。
管理者（奈良市企業局長）は条例の主旨から逸脱
した不当な事務を行っている。

②については、奈良市企業局長は自らが定める内規
第80号で、１ヶ月当り500立方メートル以上の水
道水等の使用がある者で、かつ公共下水道に排水
しない水量が100立方メートル以上ある者を対象
に、排水しない水量相当の下水道使用料を賦課徴
収しない措置を行っているが、これら大量使用者
の汚水排水量の認定捕捉・計量において、排出者
の申告のみに頼っており、裏付け調査・確認を
怠っている。
また、冷却装置やボイラーに使用する水量を全

て免除にしているようであり、また使用水量の最
大８割まで免除ができるようにしており、実態を
逸脱した減量認定を行っている恐れがある。（冷
却水やボイラー使用水は一般的に汚水にならない
ので、雨水管渠

きょ

等を通じて河川に排水される場合
は除く。）
下水道法第20条では使用料は条例で明確に定め

なければならず、かつまた差別的な取扱いを禁じ
ているが、汚水排水量の不正確な認定は本来得る
べき使用料収入を逃し、かつまた一部の大量に汚
水排水をしている者に「不当利得」を得させてい
る恐れがある。
また、水道水以外の水を使用して下水道に排水

している者の排水量の計量を、使用者の申告にの
み頼っており、適宜必要な範囲での調査・確認を
怠っている。

・その結果、どのような損害が奈良市に生じているの
か
①については、生活扶助受給者を対象に1,759名
（平成27年度）に減免措置を講じており、１世帯
当たり月1,500円程度の使用料収入があると仮定
すると、年間3,100万円程度の損失が奈良市にあ
る。 1,500円×12月×1,759名＝31,662,000円

②については、具体的な損害を推定する情報開示が
ないので積算ができない。

・どのような措置を請求するのか
①については、奈良市企業局長は生活扶助受給者を

対象にした下水道使用料の免除措置を廃止するこ
と。
②については、奈良市企業局長は正確な汚水排水量
の把握に努め、減量認定の根拠となっている企業
局内規第80号第３条各号の認定基準を見直すこと。
⑴号では、食品製造などで地下水を使用する場
合、原材料などの洗浄にも使用しており、地下水
の使用量は出荷製品に化体した量を上回るため、
洗浄での排水が汚水で計量されているかの確認が
必要である。
また、水道水を節水するためなどで地下水（温
泉水）を使用する浴場などは、使用した地下水は
すべてが汚水となるため、正確な計測が求められ
る。
⑵号では、冷却塔、ボイラーに使用する水量を、
貸与したりした満管式量水器で計測した数値を報
告させているが、汚水雨水合流式下水道（奈良市
では大安寺第１処理分区の大部分）へ排水する場
合は汚水排水量を計測しないと「減量水量：奈良
市企業局がいう用水量」が判明しないので、排水
量の適正な計測が必要となる。
（３号のア）では、どのような受水（補給）時
の計量単位になっているのか不明だが、仮に減量
認定を受けている者が１ヶ所で受水した場合、ど
のような業態で80パーセントもの減量が発生する
のか不明だが、減量認定を受水（補給）水量の５
分の４までとするのは過分ではないか。
官公庁、ホテル、大規模店舗、病院、介護施設
などが空調などのため、冷却塔やボイラーに使用
した排水を減量しているケースが多いようだが、
水道水等（地下水を含む）の使用状態と排水状態
を考慮のうえ、見直すべきではないか。
（３号のイ）では、排水側計測装置による計測
事例はないとしているが、上記（２号）で必要に
なるのではないか。排水時の流量計測において汚
水を満管で排水する例は少なく、勾配を利用した
非満管や排水路を使用するものが多い。汚水は溶
融物等があるため粘性があり、側面・底面摩擦が
大きく流速偏位を起し、等流・定常流にはならな
いため、このような場所に設置される計測装置で
の正確な流量把握が難しいのが実情であり、相当
な知見と定期的な汚水排水状態の調査・確認が必
要である。
水道水以外の水を使用して下水道に排水し受益
している者の捕捉に努め、適宜、適正な下水道使
用料の賦課・徴収をすること。

第５ 監査対象事項
１ 生活扶助費受給者に対して下水道使用料を免除す
ることが、不当な財産の処分にあたるかどうかにつ
いて監査した。
２ 下水道使用料の算定根拠となる汚水排出量の認定
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方法に、不当に公金の賦課及び徴収を怠る事実にあ
たる点があるかどうかについて監査した。

第６ 監査の結果
（事実関係）
関係職員からの陳述等による事実関係は、次のとお
りである。
１ 生活扶助費受給者に対する下水道使用料の免除（
以下「免除」という。）について
⑴ 生活扶助費は、第１類費及び第２類費によって
構成され、第１類費は、飲食物費や被服費のよう
な個人単位で算定できる生計費であり、第２類費
は、家具什器費や光熱水費のような世帯共通的な
経費である。生活扶助基準は、過去には第１類費
及び第２類費について、最低生活を営むために必
要な個々の品目を一つ一つ積み上げて基準額を設
定する「マーケットバスケット方式」を採用して
いたが、現在は、一般国民の消費水準を勘案して
基準額を設定する「水準均衡方式」を採用してい
るため、費目別の内訳はない。

⑵ 免除制度については、奈良市下水道条例（昭和
51年３月31日条例第16号。以下「条例」という。）、
奈良市下水道条例施行規程（平成26年４月１日企
業局管理規程第１号。以下「施行規程」という。）
及び生活保護者等における下水道使用料等の徴収
免除に関する要領（奈良市企業局内規第79号。以
下「内規79号」という。）等において規定されて
おり、その概要は以下のとおりである。
ア 免除目的（「生活保護による下水道使用料免
除基準」平成２年４月１日施行）
生活扶助を受給している者に対して、水洗

化の普及を図り、公共用水域の水質保全に資
するとともに、生活扶助費受給者の生活を保
障し、その自立を助長すること。

イ 免除該当事項（条例第39条及び施行規程第31
条第１項第１号）
公益上その他特別の理由があると認めると
きで、生活扶助の被保護者に該当する場合は
徴収を免除することができる。

ウ 免除手続（条例第39条、施行規程第32条第１
項及び内規79号第３条）
使用料の免除を受けようとする者は、下水
道使用料等免除申請書に保護受給証明書を添
付し、公営企業管理者（以下「管理者」とい
う。）に提出しなければならない。

エ 免除額（条例第39条及び施行規程第31条第２
項）
全額

⑶ 下水道普及率及び汚水処理人口普及率（下水道
に合併処理浄化槽及び農業集落排水施設等を含め
た普及率）の状況は次表のとおりとなっている。

２ 汚水排出量の認定について
⑴ 汚水排出量の認定については、条例、施行規程
及び製氷業その他管理者が認める営業等の汚水排
量認定に関する要領（奈良市企業局内規第80号。
以下「内規80号」という。）において規定されて
おり、その概要は以下のとおりである。
ア 水道水以外の水（条例第19条第１項第２号及
び施行規程第18条第２項第１号）

汚水排出量は、水道水の計量装置（以下
「メーター」という。）と同種又は類似のメ
ーターにより管理者が認定する。

イ 製氷業その他管理者が認める業を営む場合（
条例第19条第２項、施行規程第18条第７項並び
に内規80号第２条及び第３条）

当該営業に伴い使用する水の量が汚水排出
量と著しく異なるときは、管理者は、当該営
業を営む者の申告により汚水排出量を認定す
ることができる。
・製氷、酒造等（以下「酒造等」という。）
製品化するための営業用水であり、出荷
量等から算出した水量を、下水道へ排出さ
れない水量（以下「用水量」という。）と
し、使用水量から用水量を減じて得た水量
を汚水排出量と認定することができる。
・冷却塔、ボイラー（以下「冷却塔等」とい
う。）
１か月の平均使用量が500㎥以上あり、

かつ、用水量が１か月当たり100㎥以上あ
る事業所で、メーターの計量による水量を
用水量とし、使用水量から用水量を減じて
得た水量を汚水排出量と認定することがで
きる。なお、用水量の認定については、補
給水量の５分の４としている。

⑵ 水道水以外の水又は冷却塔等における補給水の
使用者から、公共下水道使用開始等届等が提出さ
れた際には、企業局は現地調査を行い、平面図及
び給排水系統図等の図面と現地の施工状況、計量
法第72条及び同施行令第18条に基づくメーターの
検定証印及び初期値の確認を行っている。なお、
メーターは全て羽根車式（請求人のいう「満管
式」をいう。以下同じ。）である。

⑶ 使用者から、水道水以外の水における井戸水等
検針申告書又は冷却塔等における汚水排出量認定
申告書が提出された際には、企業局は、申告され
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年度 下水道普及率 汚水処理人口
普及率 備 考

平成28
年度末

91.2％
（78.3％）

95.1％
（90.4％）

括弧内は
全国平均

昭和59
年度末 47.90% 未公表 １⑴「水準均衡

方式」導入年度



た使用量と過去の使用量の比較を行った上で認定
し、異常が認められる場合には再計量の依頼や使
用者の同意を得て現地調査を行うなど、必要な措
置を講じている。なお、他の中核市も全て本市と
同じ申告制を採用している。
⑷ 排水側メーターについては現在５件設置されて
いるが、いずれも羽根車式ではなく、電磁式メー
ター又は超音波式メーター（以下「電磁式メータ
ー等」という。）であり、⑵と同様に検定証印等
の確認を行っている。なお、電磁式メーター等の
長所は、液体の温度、圧力、密度、粘度に影響さ
れず、混入物等を含む計量が可能であること、短
所は、導電率の低い液体は検出が困難であること
及び羽根車式に比べコストが高いことである。

⑸ ⑴イの冷却塔等の減量認定を補給水量の５分の
４（80％）としていることについては以下のとお
りである。
冷却塔等の性質上、機器内の水は循環し続けて

いるが、一部蒸発等によって減少した水量を補給
する必要がある。補給水量は、専門書を参考に、
「汚水排出量の減量認定に関する事務処理基準」
において、循環水量全体の1.44％（蒸発水量等1.
14％及び汚水排出量0.3％）としている。その補
給水量を100％とした場合、下水道へ排出される
汚水排出量は約20％（注）となることから、補給
水量のうち下水道へ排出されない残りの80％（蒸
発水量等）を減量認定している。
（注）

⑹ 酒造等における汚水排出量については、施行規
程第18条第７項の規定により、算定の根拠となる
書類（出荷量等）の添付を受け、確認の上認定し
ている。

（監査委員の判断）
１ 免除について

請求人は、生活扶助費受給者が光熱水道費相当
を受給しているにもかかわらず、企業局が免除措
置を行っていることは、二重給付となり不当であ
り、また、当該免除は「公益上その他特別の理由
があると認めるとき」には該当せず、条例の趣旨
を逸脱していると主張しているので、これらにつ
いて判断する。
生活扶助費に光熱水費が含まれることについて

は、事実関係１⑴のとおり疑いの余地はないが、
光熱水費に下水道使用料が含まれるかどうかにつ
いては以下のとおりであった。
生活扶助費の第２類費のうち下水道使用料相当

額と実際の免除額との関係を確認しようとしたと
ころ、生活扶助費は、事実関係１⑴のとおり、現
行の「水準均衡方式」においては積み上げ方式を
採用しておらず、世帯全体として包括的に支給さ

れているものであり、実費相当分として費目別に
支給されているものではないため確認することが
できず、明らかに二重給付であるとはいえない状
況であった。
次に、免除が公益上の理由を求める条例の趣旨
を逸脱しているかどうかについては以下のとおり
であった。
事実関係１⑶のとおり、下水道普及率は、平成
28年度末日現在で91.2％であるが、「水準均衡方
式」に移行した昭和59年度末日現在では約50％と、
下水道普及世帯及び未普及世帯がおよそ半数ずつ
となっており、下水道使用料を支払うことになる
下水道普及世帯への負担軽減措置としての政策的
配慮から免除が実施されていたものと考えられる。
その後、免除の趣旨を明確にし適正な運用を図る
ため、事実関係１⑵アのとおり、水洗化の普及を
図り、公共用水域の水質保全に資するとともに、
生活扶助費受給者の生活を保障し、その自立を助
長するという公益的見地から、平成２年度に基準
を策定し、現在免除が実施されているところであ
る。
これらのことから、免除は、条例第39条の規定
による管理者の裁量により実施されているもので
あり、条例の趣旨を逸脱しているとはいえない。
以上のことから、免除措置が不当であり、市に
損害を与えているとまではいえないと判断する。

２ 汚水排出量の認定について
請求人は、水道水以外の水又は冷却塔等の補給
水において、使用者からのメーターの申告に頼り、
調査及び確認を怠っていること、また、正確な計
測には排水側メーターでの確認が必要であること、
さらに、冷却塔等においては80％もの減量認定が
過分であることを主張しているので、これらにつ
いて判断する。
水道水以外の水又は冷却塔等の補給水における
流量を計測するメーターについては、事実関係２
⑵及び⑷のとおり、計量法で規定された検定証印
が付されており、この検定証印は国又は自治体が
認めた機関等が検定し合格したもののみに付する
ことから信頼できるものと考えられる。また、使
用者からのメーター指示数の申告については、事
実関係２⑶のとおり、異常が認められる場合には
使用者の同意を得て現地調査を行い、必要な措置
を講じていること、さらに、条例第44条で詐欺そ
の他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に
は免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料を
科すると規定されていること、加えて、事実関係
⑶のとおり、他の中核市も全て本市と同じ申告制
を採用していること、これらのことから考察する
と、使用者の申告により汚水排出量を認定してい
ることが、不当であるとはいえない。
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汚水排出量
―――――
補給水量

＝
0.3％
―――
1.44％

≒
20.8％
―――
100％

≒20％



また、汚水排出量の認定は、一部の施設に設置
されている排水側の電磁式メーター等を除いて、
給水側に設置されている羽根車式メーターにより
流量を計測している。汚水排出量の正確な計測に
は、排水側メーターによる捕捉が望ましいことは
いうまでもないが、粘度性のある汚水量の正確な
流量把握については、技術的に難しいことは請求
人も認めているところであり、排水側に設置する
電磁式メーター等は、液体の温度、圧力、密度、
粘度に影響を受けないが、導電率が低い液体は検
出が困難であること、また、羽根車式メーターに
比べてコストが高いことなど総合的に判断すると、
給水側の羽根車式メーターにより汚水排出量を認
定していることは合理的な方法であるといえる。
さらに、冷却塔等における80％の減量認定につ

いては、事実関係２⑸のとおり、冷却塔等におけ
る汚水排出量は、循環水量全体の僅か0.3％（補
給水量の約20％）であり、他市事例等も参考に基
準を定めていることから過分であるとはいえない。
以上のことから、下水道使用料の算定根拠とな

る汚水排出量が、使用者からの申告により認定し
ていること、給水側のメーターによる計測に基づ
いていること及び冷却塔等において80％の減量認
定を行っていることが、使用者に不当利得を与え
ているとはいえないと判断する。
よって、請求人の１及び２の主張については理

由がないものと判断し、本件住民監査請求を棄却
する。
なお、下水道事業は平成26年度に市から企業局

へ移管されているが、免除制度及び下水道使用料
の徴収事務について見直しが行われていないこと
から、別紙のとおり管理者に対し要望を行った。

奈 監 第 68 号
平成30年３月30日

奈良市公営企業管理者 池 田 修 様
奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 八 尾 俊 宏
同 松 石 聖 一

下水道使用料の賦課及び徴収について（要望）
平成30年１月30日付けで提出のあった下水道使用料の賦
課及び徴収に関する住民監査請求については、請求人の主
張には理由がないと判断した。
しかしながら、下水道使用料の免除制度については、生
活扶助を受給している者に対して、水洗化の普及を図り、
公共用水域の水質保全に資するとともに、生活扶助費受給
者の生活を保障し、その自立を助長することを目的として
実施されているが、本市の下水道普及率が平成28年度末日
現在で91.2％（全国平均78.3％）、合併処理浄化槽及び農
業集落排水施設等を含めた汚水処理人口普及率に至っては

95.1％（全国平均90.4％）と高い数値になっていることか
ら鑑みると、所期の目的の一つは達成しつつあるといえる。
このような状況から、免除を継続すべきか否かを含め、
制度のあり方全体について検討されるよう要望する。なお、
検討の際には、もう一つの目的である生活扶助費受給者の
生活を保障し、その自立を助長するという観点から、第三
者の意見を聞くなど慎重な審議を重ねられたい。
また、汚水排出量の認定においては、企業局によるメー
ター検針の実施及び条例上の罰則規定の周知徹底等の事務
改善策を検討されるよう要望する。

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市監査委員告示第４号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規
定により定期監査を実施したので、その結果を同条第９項
の規定により公表します。
平成30年４月２日

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 八 尾 俊 宏
同 松 石 聖 一

奈 監 第 66 号
平成30年３月29日

奈 良 市 長 仲 川 元 庸 様
奈良市議会議長 北 良 晃 様
奈良市選挙管理委員会委員長 西久保 武 志 様
奈良市農業委員会長 巽 一 孝 様

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 八 尾 俊 宏
同 松 石 聖 一

定期監査の結果について
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規
定により定期監査を実施したので、その結果を同条第９項
の規定により報告します。
１ 監査対象

環境部 廃棄物対策課
（衛生浄化センターを含む。）
収集課
環境清美工場 環境政策課

都市整備部 ＪＲ奈良駅周辺整備事務所
西大寺駅周辺整備事務所

建設部 土木管理課 道路建設課
会計契約部 契約課 技術監理課
選挙管理委員会事務局
農業委員会事務局
（企業局）
経営部 企業総務課（入札室を含む。）

情報料金課
管理部 下水道計画管理課

（工事検査室を含む。）
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設計工務部 給排水課 工務第二課
２ 監査期間
平成30年１月15日～同年３月29日

３ 監査方法
平成29年度の財務に関する事務の執行について、あら
かじめ求めた平成29年11月末日現在（企業局については、
同年12月末日現在）の資料に基づき、関係職員からの事
情聴取とともに、関係書類の通査、照合等を行う方法で
実施した。
４ 監査結果

監査した財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率
的に執行されているものと認められたが、一部において
改善を要する事例が見受けられたので、その措置を講じ
られたい。
なお、指摘事項について措置を講じた場合は、地方自

治法第199条第12項の規定に基づき、その旨を通知され
たい。
環境部
廃棄物対策課（衛生浄化センターを含む。）
⑴ 衛生浄化センターの施設修繕14件について、関
係書類を査閲したところ、以下のような事例が見
受けられた。
ア 社名及び代表者印のみが押印された白紙の見
積書及び完了届が保管されていた。
このような書類を徴取し、保管することは、

内部統制上のリスクがあるため、厳正に対処さ
れたい。

イ 施設修繕台帳において予定価格の記載漏れ、
見積書において見積日の記載漏れ及び完了届に
おいて完了日の記載漏れなどの不備が、ほぼ全
件で見受けられた。
適正に事務処理を行われたい。

ウ 汚泥二次堆肥化装置用スタッキングコンベア
昇降ガイド修繕の仕様書において、修繕期間は、
本契約締結の日から30日間とするとされている
が、請書及び実際の修繕期間は91日間であった。
また、撮影時には撮影物件の大きさ、寸法が判
別できるよう箱尺、その他のスケールを添えて
撮影することとされているが、箱尺等を添えて
撮影された写真は提出されていなかった。
仕様書は内容を精査した上で適正に作成し、

仕様書に基づいた関係書類を徴取するとともに、
検収を確実に行われたい。

⑵ 現金実査を実施したところ、数年前に郵送にて
寄付を受けた現金を、寄付目的が所管業務ではな
いとして課内の手提げ金庫内で保管していた事例
があった。
受領した現金は寄付目的の所管課に速やかに引

き渡すとともに、所属長は金庫内の保管物を把握
し、管理を徹底されたい。

⑶ 清掃総務費の切手類受払簿を査閲したところ、

８月以降、月末の所属長による残高等の確認印が
なく、また、受払簿に記載されている切手の残枚
数と実際の残枚数が一致していなかった。さらに、
７月までの確認印が金額の上に押印されており、
確認印であるのか訂正印であるのかわかりにくい
状態であった。
このような押印では、金額訂正として利用され
るリスクがあることを十分に認識されたい。また、
切手類は金銭等価物であるため、所属長は、受払
簿の記載内容と実際の残枚数について確認された
い。
収集課
⑴ 現金実査において、一般廃棄物処理手数料の１
月分領収書綴を査閲したところ、総務係長名で記
名押印されていたが、実際に現金を収納していた
のは、他の現金分任出納員であった。また、領収
書管理台帳が作成されていなかった。
領収書には実際に現金を収納する現金分任出納
員が記名押印するとともに、領収書綴は内部統制
上のリスクがあるため、領収書管理台帳を作成し、
受入冊数並びに使用中分及び在庫分の状況を適正
に管理されたい。
⑵ 収集車の給油において、あらかじめガソリンス
タンドに給油伝票綴を複数冊預けており、管理表
を作成しているが、記載内容に不備があったため、
管理ができていない状況であった。また、給油状
況を確認するため、給油伝票（納品書及び請求明
細書）と運転報告書とを照合したところ、運転報
告書の給油量及び走行距離等に記載漏れがあった
ため確認することができなかった。
平成27年度の定期監査においても同様の指摘を
行ったが、このような状態では給油量や給油伝票
を管理できているとはいえず、内部統制上のリス
クがあるため、給油伝票綴についてはガソリンス
タンドに預けるのではなく、所管課で適切に管理
されたい。また、運転報告書については事実に基
づき給油量及び走行距離等を正確に記載し、給油
伝票と運転報告書とを照合した上で燃料費を支払
われたい。
環境清美工場

破砕スクラップ、アルミスクラップ、大型鉄及
び廃自転車は、有価物であるため管理台帳を作成
するように、平成27年度の定期監査において指摘
したが、未だ作成していなかった。
早急に管理台帳を作成し、有価物として適正に
管理されたい。

都市整備部
西大寺駅周辺整備事務所

一般会計及び土地区画整理事業特別会計で購入
している切手について、一冊の切手類受払簿で、
会計ごとに区別することなく管理していた。
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特別会計は特定の目的のために設置された会計
であるため、切手類受払簿は一般会計と区別して
作成し、切手類を管理されたい。

建設部
土木管理課
奈良市営ＪＲ奈良駅第１駐車場及び第２駐車場
の指定管理業務の基本協定書第７条第２項には、
徴収した使用料を速やかに指定金融機関等に払い
込むと定められている。しかし、指定管理者は、
駐車料金を精算機から週１回回収しているが、１
か月分をまとめて指定金融機関に入金していた。
所管課は、基本協定書に則り、速やかに指定金

融機関等に入金するよう指定管理者を指導すると
ともに、入金状況を適切に管理されたい。

【意見】
奈良市営ＪＲ奈良駅第１駐車場及び第２駐車場
の使用料について、定期駐車券及び回数券の印刷
を、徴収事務の委託先である指定管理者に任せて
おり、在庫枚数と管理簿等との照合も行っていな
かった。また、毎月指定管理者が作成した内部資
料である報告書と収納額との照合は行っているが、
精算機のジャーナル等の証憑類との照合は行って
おらず、収納された金額が適正であるか確認でき
ていなかった。
定期駐車券及び回数券の印刷発注は所管課が行

い、指定管理者に渡した上で、在庫枚数を適正に
管理するとともに、公金である使用料の徴収事務
を委託していることを十分に認識し、収納された
金額が適正であるか証憑類（ジャーナル及び管理
簿等）と照合されたい。

【意見】
配電用支持物及び電気通信線路設備の設置に係
る道路占用許可起案を査閲したところ、支線及び
支柱の占用料については、道路占用料に関する条
例第４条及び「占用料の免除に関する基準」に
則って免除しているが、免除申請書を徴取してい
なかった。
これは、道路占用料における免除手続の規定が

無く、免除申請書が作成されていないためであっ
た。
免除手続について規定されたい。

農業委員会事務局
現金実査を実施したところ、金種表に記載され

ている現金残高と実際の現金が一致していなかっ
た。
これは、金種表の記載誤りによるものであった

が、このような状態では金種表と現金残高との照
合、確認が行われているとはいえない。
金種表については、作成する趣旨を踏まえた上

で正確に記載し、現金を管理されたい。
（企業局）

管理部
下水道計画管理課（工事検査室を含む。）
終末処理場等運転管理業務委託において、下請
負については、契約書第５条に、あらかじめ発注
者に書面による承諾を得た場合は、受注者が第三
者に再委託又は下請負させることができる旨規定
されているが、下請負の承諾行為を口頭により
行っていた。
下請負については、契約書に則り書面により承
諾を行われたい。

設計工務部
給排水課

汚水桝及び取付管工事の関係書類を査閲した22
件のうち２件において、施工業者から提出された
工事写真からは交通誘導員の実働が確認できず、
発注した工事について、実施設計書どおりに安全
対策が講じられたか判断できなかった。
工事の完了報告について、発注内容の履行が確
認できる写真を添付させるよう施工業者を指導す
るとともに、適正に検収されたい。

（平成30年４月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市監査委員告示第５号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規
定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。
平成30年４月２日

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 八 尾 俊 宏
同 松 石 聖 一

市民課
監査結果公表日 平成27年12月25日

（奈良市監査委員告示第20号）
措置結果通知日 平成30年３月８日
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【監査の結果】 【措置の内容】

⑴ 実査した郵便葉書と切
手類受払簿とを照合した
ところ、切手類受払簿に
記録されている郵便葉書
の残枚数より実査した郵
便葉書の枚数の方が多か
った。また、毎月、所属
長の残高等の確認の決裁
も受けていなかった。郵
便切手や郵便葉書は、金
銭等価物であるので、適
宜、管理を正確に行った
上で、毎月、郵便葉書の
残枚数も確認し、所属長
の決裁を受けられたい。

⑴ 監査の指摘を受けて、
購入時に切手類受払簿に
記入せず別に保管してい
た郵便葉書の残枚数を確
認し、戸籍窓口係の切手
類受払簿の受入高欄及び
残高欄に記入しました。
また、毎月、所属長に残
高等の決裁を受けるよう
にしました。
なお、平成29年12月か
らは郵便葉書を使用せず、
葉書用紙に職員が切手を
貼る方法に変更し、切手
を総務管理係の切手類受
払簿１冊で管理するよう
にしました。



市民課
監査結果公表日 平成30年１月19日

（奈良市監査委員告示第１号）
措置結果通知日 平成30年３月８日

生活環境課
監査結果公表日 平成30年１月19日

（奈良市監査委員告示第１号）
措置結果通知日 平成30年３月28日

（平成30年４月２日掲示済）

公 営 企 業
奈良市企業局告示第20号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２の
規定に基づき、次のとおり宿日直窓口収納業務を委託した
ので、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第
26条の４第１項の規定に基づき告示します。
平成30年４月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

宿日直窓口収納業務を委託する者
奈良市芝辻町四丁目６－２
南都ビルサービス株式会社
代表取締役 田畑 晴敏
（委託期間）平成30年４月１日から平成31年３月31日ま

で
（委託場所）奈良市法華寺町264番地の１

奈良市企業局
（平成30年４月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第21号
地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２の
規定に基づき、次のとおり収納業務を委託したので、地方
公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第26条の４第
１項の規定に基づき告示します。
平成30年４月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修
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【監査の結果】 【措置の内容】

⑷ 中長期在留者住居地届
出等事務経費の切手類受
払簿を査閲したところ、
所属長による月末の確認
印が押印されていたにも
かかわらず、受払簿に記
載されている切手の残枚
数と実際の残枚数が一致
していなかった。
切手類は、金銭等価物

であることを十分に認識
し、適正に管理されたい。

⑷ 監査の指摘を受けて、
切手類受払簿に返納の記
載をせず別に保管してい
た切手について、切手類
受払簿に記載しました。
また、毎月、所属長が切
手類受払簿の残枚数と実
際の残枚数が一致してい
るか確認するなどし、管
理するようにしました。

【監査の結果】 【措置の内容】

⑵ 火葬場用白灯油５月分
及び６月分の関係書類を
査閲したところ、支出負
担行為伺書に記載されて
いるリッター数と、納品
伝票のリッター数の合計
が一致していなかった。
これは、５月請求分にお
いて、実際よりも過少と
なっていた数量を、６月
請求分で調整していたこ
とによるものであった。
正確な数量を記載した

請求書を受領した上で、
適正に会計処理を行われ
たい。

⑶ 施設修繕料（３件）の
関係書類を査閲したとこ
ろ、見積書及び完了届の
提出日が記入されておら
ず、しかも完了届の完了
日も記入されていなかっ
た。
書類の内容を確認の上、

適正に事務処理を行われ
たい。

⑵ 納品伝票と請求書のリ
ッター数を照合して、実
際の使用量と請求内容が
一致していることを確認
した上で、適正に会計処
理を行うよう改めました。
今後は納品伝票が確かな
証拠であることを十分認
識し、請求書の確認及び
受領を行います。

⑶ 見積書の提出日及び完
了届の提出日並びに完了
日の確認を行った上で事
務処理を行うように改め
ました。



（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第22号
奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和45
年奈良市条例第16号）第５条の規定により、負担金の賦課
対象区域を定めましたので、次のとおり告示します。
なお、関係図書は平成30年４月１日から２週間、奈良市
企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。
平成30年４月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

賦課対象区域（第１負担区）
法蓮佐保山一丁目の一部
賦課対象区域（第２負担区）
法華寺町の一部
四条大路五丁目の一部
大安寺三丁目の一部
六条一丁目の一部
西大寺芝町一丁目の一部
中山町の一部
三碓一丁目の一部
賦課対象区域（第４負担区）

今市町の一部
三碓町の一部
二名三丁目の一部

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第23号
地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第27条ただし
書及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第
22条の２の規定に基づき、奈良市水道事業及び下水道事業
に係る公金の収納及び支払いの事務の一部を取り扱わせる
出納取扱金融機関並びに収納の一部を取り扱わせる収納取
扱金融機関を次のとおり指定したので、地方公営企業法施
行令第22条の２第３項の規定に基づき告示します。
平成30年４月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市水道事業及び下水道事業に係る公金の収納及
び支払いの事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融
機関並びに収納の一部を取り扱わせる収納取扱金融
機関の指定

１ 奈良市企業局出納取扱金融機関
株式会社 南都銀行

２ 奈良市企業局収納取扱金融機関
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収納事務 水道料金及び下水道使用料

受託者 東京都中央区日本橋１－１－１
国分グローサーズチェーン株式会社
代表取締役 横山 敏貴

神奈川県横浜市中区日本大通17番地
株式会社スリーエフ
代表取締役社長 山口 浩志

北海道札幌市中央区南９条西５丁目421番地
株式会社セコマ
代表取締役社長 丸谷 智保

東京都千代田区二番町８番地８
株式会社セブン－イレブン・ジャパン
代表取締役社長 古屋 一樹

東京都千代田区岩本町３－10－１
山崎製パン株式会社
代表取締役社長 飯島 延浩

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
株式会社ファミリーマート
代表取締役会長 中山 勇

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665－１
株式会社ポプラ
代表取締役社長 目黒 真司

千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１
ミニストップ株式会社
代表取締役社長 藤本 明裕

東京都品川区大崎一丁目11番２号 ゲートシティ大崎イーストタワー
株式会社ローソン
代表取締役 社長 竹増 貞信

委託期間 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで



株式会社 三菱ＵＦＪ銀行
株式会社 三井住友銀行
株式会社 りそな銀行
株式会社 みずほ銀行
株式会社 近畿大阪銀行
株式会社 関西アーバン銀行
株式会社 第三銀行
株式会社 中京銀行
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
大和信用金庫
奈良信用金庫
奈良中央信用金庫
近畿労働金庫
近畿産業信用組合
株式会社 商工組合中央金庫
奈良県農業協同組合
株式会社 京都銀行
京都中央信用金庫

株式会社 ゆうちょ銀行（奈良県下、大阪府下、京都
府下、兵庫県下、和歌山県下及び滋賀県下に限る。）

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第24号
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
その関係図書は、平成30年４月２日から２週間、奈良市
企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。
平成30年４月２日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成30年４月16日

２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市学園大和町六丁目、中山町、菅原町、あやめ池
南六丁目、中町及び大森西町の各一部
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２－２ 供用を開始する排水施設の位置

処 理 分 区 起 点 終 点 備考

富雄川第７処理分区 奈良市学園大和町六丁目701番26 奈良市学園大和町六丁目700番 ①

佐保川第５処理分区 奈良市中山町1618番２ 奈良市中山町1616 ②

佐保川第10処理分区 奈良市菅原町232番25 奈良市菅原町232番32 ③

佐保川第10処理分区 奈良市あやめ池南六丁目804番１ 奈良市あやめ池南六丁目803番２ ④

佐保川第13処理分区 奈良市中町4966番１ 奈良市中町4964番２ ⑤

大安寺第１処理区 ＪＲ奈良駅周辺整備事業内 ＪＲ奈良駅周辺整備事業内 ⑥

３ 公共汚水桝設置のうち、供用を開始する箇所
奈良市 石木町634番１（⑦）、疋田町三丁目470番44

（⑧）、疋田町二丁目711番１他１筆（⑨）、宝来三丁目
768番３他１筆（⑩）、六条西三丁目1560番２（⑪）、大
宮町一丁目44番１の一部他１筆（⑫）、柏木町585番４
（⑬）、菅原町674番１他３筆（⑭）、富雄川西二丁目81
番３他１筆（⑮）、朝日町二丁目566番６（⑯）、押熊町
1292番12（⑰）、秋篠町78番１他２筆（⑱）、秋篠町1047
番１（⑲）、宝来町1046番１（⑳）、疋田町五丁目441番
12他１筆（㉑）、七条一丁目540番４（㉒）、平松五丁目
560番19（㉓）、南紀寺町四丁目116番13（㉔）、神殿町51
番２（㉕）、東九条町678番６（㉖）
４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別

分流式
５ 終末処理場の位置及び名称

大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター
（平成30年４月２日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第25号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成30年４月12日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

サンキュー工房 松岡 正宏 奈良県生駒市萩原町29－６ 平成30年４月６日

（平成30年４月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第26号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈

良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成30年４月12日



（平成30年４月12日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第９号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収事務を委託したので、同
条第２項の規定により告示します。
平成30年４月１日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

（平成30年４月１日掲示済）

農 業 委 員 会
奈良市農業委員会告示第５号
市街化区域内農地の転用届出に係る事務処理規程（昭和
57年奈良市農業委員会告示第26号）の一部を改正する規程
を次のように定める。
平成30年４月１日

奈良市農業委員会長 巽 一 考
市街化区域内農地の転用届出に係る事務処理規程の
一部を改正する規程

市街化区域内農地の転用届出に係る事務処理規程（昭和
57年奈良市農業委員会告示第26号）の一部を次のように改
める。
第２条中「農地部会に」を「農業委員会の総会（以下「
総会」という。）に」に、「、農地部会長」を「、会長」に
改める。
第３条（見出しを含む。）中「農地部会」を「総会」に
改める。
第４条第１項中「農業委員会長」を「会長」に改め、同
条第３項中「農業委員会長」を「会長」に改め、「農地部
会又は」を削る。
第６条中「農地部会」を「総会」に改める。
附 則

この規程は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市農業委員会告示第６号
奈良市農業委員会平成30年４月農業委員会総会の会議を
次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規
則（昭和32年奈良市農業委員会告示第３号）第２条第１項
の規定により告示します。
平成30年４月６日

奈良市農業委員会長 巽 一 孝
１ 日時

平成30年４月13日（金） 午後１時30分
２ 場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号

奈良市役所 北棟６階 第22会議室
３ 審議案件

・法令等に基づく事務関係
⑴ 農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第
４条及び第５条に関する許可申請及び届出につ
いて
⑵ 農地法第18条第６項の規定による通知の受理
について（３月専決処理分）
⑶ 水田利用転換届出について（３月専決処理分
）
⑷ 水田・畑地造成形質変更届出について（３月
専決処理分）
⑸ 生産緑地法（昭和49年法律第68号）第13条の
規定による生産緑地の取得のあっせん結果につ
いて
⑹ 知事許可について（３月許可分）
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奈良市公営企業管理者 池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

忠和技研 代表
稲原 淳

奈良市東九条町917の２
北神101 平成30年４月６日

受託者 徴収事務

奈良市杉ヶ町23番地
公益財団法人 奈良市生涯学習財団
理事長 津山 恭之

公民館施設使用料


